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古
記
録
に
お
け
る
宗
教
習
俗
の
記
載

―

記
載
対
象
の
選
択
の
観
点
か
ら―

上　

野　

勝　

之

は
じ
め
に

貴
族
た
ち
の
日
記
で
あ
る
古
記
録
に
は
、
彼
ら
の
主
た
る
関
心
事
で
あ
る
公

事
以
外
に
も
、
日
常
生
活
や
社
会
風
俗
な
ど
の
様
々
な
出
来
事
が
折
に
触
れ
て

書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
研
究
者
が
古
記
録
を
利
用
し
た
社
会
史
、

文
化
史
的
テ
ー
マ
の
研
究
を
行
な
う
場
合
、
一
定
範
囲
の
古
記
録
の
中
か
ら
研

究
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
内
容
を
持
つ
記
事―

多
く
の
場
合
は
散
発
的
・
断
片
的
な

も
の―

を
収
集
・
抜
粋
し
、
そ
れ
ら
を
横
断
的
に
分
析
し
て
結
果
を
導
き
出
す

作
業
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
論
者
が
研
究
対
象
と
す
る
平
安
時
代
に
お
い
て
上
記
の
研
究
方
法

を
と
る
場
合
、
い
く
つ
か
の
困
難
に
直
面
す
る
。
ま
ず
、
史
料
が
限
ら
れ
た
摂

関
期
の
古
記
録
に
見
ら
れ
ず
比
較
的
史
料
に
恵
ま
れ
た
院
政
期
の
古
記
録
に
初

出
す
る
事
柄
が
存
在
す
る
時
、
事
実
と
し
て
院
政
期
か
ら
現
出
し
た
も
の
で
あ

る
の
か
、
史
料
の
残
存
状
況
の
相
違
か
ら
摂
関
期
に
は
確
認
で
き
な
い
た
め
で

あ
る
の
か
、
判
断
し
難
い）

1
（

。
ま
た
、
神
社
参
詣
や
宗
教
習
俗
と
い
っ
た
事
柄
で

は
、
古
記
録
上
の
初
出
以
前
に
和
歌
や
随
筆
と
い
っ
た
仮
名
資
料
類
に
時
代
的

に
早
く
、
か
つ
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
古
記
録
だ
け

で
は
充
分
な
材
料
と
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る）

2
（

。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
日
常
生
活

に
お
け
る
習
俗
な
ど
を
テ
ー
マ
と
す
る
場
合
、
研
究
の
材
料
と
な
る
古
記
録
の

性
質
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
が
出
て
く
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
古
記
録
の
性
格

の
違
い
や
摂
関
期
と
院
政
期
の
古
記
録
の
記
載
態
度
に
相
違
が
あ
る
の
か
と

い
っ
た
点
や
、
古
記
録
は
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
記
載
す
る
も
の
な
の
か
、
逆
に

多
く
の
日
記
記
事
で
は
省
略
さ
れ
る
よ
う
な
事
柄
を
記
載
す
る
場
合
に
は
何
ら

か
の
理
由
が
存
在
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
漢
文
体
の
古

記
録
と
仮
名
資
料
類
が
対
象
と
す
る
事
柄
の
相
違
点
、
あ
る
い
は
平
安
時
代
に

記
さ
れ
た
日
記
が
伝
領
、
書
写
、
再
利
用
さ
れ
て
い
く
過
程
で
い
か
な
る
取
捨

選
択
が
な
さ
れ
現
在
に
至
る
の
か
、
と
い
う
よ
う
な
課
題
に
も
繋
が
っ
て
く

る
。
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本
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
論
者
が
行
っ
て
き
た
研
究
の
中
で
改
め
て
浮
上
し

て
き
た
以
上
の
よ
う
な
諸
問
題
を
考
察
す
る
糸
口
を
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
具
体

的
に
は
、
平
安
時
代
の
古
記
録
及
び
仮
名
資
料
に
散
発
的
に
記
さ
れ
る
二
つ
の

祭
祀
習
俗
、
宅
神
祭
と
宮
咩
祭
に
関
す
る
記
載
を
題
材
に
、
摂
関
期
と
院
政
期

の
相
違
、
古
記
録
と
仮
名
資
料
の
対
比
を
行
い
つ
つ
、
個
々
の
断
片
的
な
記
事

の
性
格
を
検
討
し
て
い
く
。
む
ろ
ん
論
者
に
は
古
記
録
全
般
や
書
記
テ
キ
ス
ト

一
般
に
関
わ
る
問
題
系
に
つ
い
て
論
じ
る
能
力
は
到
底
な
い
が
、
書
記
主
体
に

よ
っ
て
自
覚
的
・
無
自
覚
的
に
書
か
れ
た
も
の
と
い
う
古
記
録
の
性
質
に
つ
い

て
よ
り
深
く
再
考
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。

一
章　

宅
神
祭
に
関
す
る
史
資
料

宅
神
祭
は
四
月
と
一
一
月
に
家
内
の
神
を
祭
る
祭
祀
で
あ
る
。
管
見
の
限
り

宅
神
祭
に
つ
い
て
最
も
史
料
を
収
集
し
た
も
の
は
『
古
事
類
苑
』
神
祇
部
で
あ

る
が
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
よ
る
言
及
・
分
析
も
な
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
本
稿

も
そ
れ
ら
を
参
照
し
な
が
ら
、
ま
ず
摂
関
期
の
古
記
録
及
び
仮
名
資
料
類
、
次

に
院
政
期
以
後
の
宅
神
祭
史
資
料
を
掲
げ
、
そ
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
確
認
し

て
お
く
。

摂
関
期
の
古
記
録
で
は
四
例
見
え
る
。
①
『
権
記
』
寛
弘
元
年
（
一
〇
〇
四
）

四
月
二
九
日
条
に
「
宅
神
祭
也
、
忌　
二

女
房
食　
一（
略
）」、
②
『
左
経
記
』
万
寿

二
年
（
一
〇
二
五
）
四
月
二
六
日
条
「
宅
神
祭
、
仍
不　
二

念
誦　
一

」、
③
『
小

右
記
』
万
寿
二
年
一
一
月
二
一
日
条
の
頭
書
に
「
宅
神
祭
」、
④
『
同
』
長
元

元
（
一
〇
二
八
）
一
一
月
二
五
日
条
の
本
文
中
に
は
他
の
話
題
に
挟
ま
れ
て
「
宅

神
祭
」
と
の
み
記
載
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
四
月
、
一
一
月
の
下
旬
に
行
う
こ

と
の
ほ
か
、
①
か
ら
女
性
が
精
進
し
て
祀
る
ら
し
い
こ
と
、
②
で
は
男
性
も
念

誦
を
避
け
て
は
い
る
が
女
性
よ
り
も
斎
が
軽
く
、
関
与
は
薄
い
ら
し
い
こ
と
が

推
測
で
き
る
。

和
歌
で
は
、『
貫
之
集
』
承
平
六
年
（
九
三
六
）
の
月
次
屏
風
歌
題
に
「
四

月
に
神
祭
る
所
」、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
内
裏
屏
風
に
も
「
神
祭
る
家
」、
次

い
で
『
能
宣
集
』「
一
一
月
神
祭
る
家
の
ま
え
に
」、「
四
月
家
の
神
祭
る
所
」

な
ど
と
あ
り
、
一
〇
世
紀
代
か
ら
記
述
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
『
能
宣
集
』
に
は

「
み
む
ろ
山
み
ね
の
さ
か
き
葉
よ
ろ
づ
よ
に　

を
り
て
ま
つ
ら
ん
わ
が
や
ど
の

神
」
と
詠
わ
れ
、『
経
信
母
集
』
に
「
霜
月
神
祭
る
と
こ
ろ
に
榊
さ
す
」
と
あ
る
。

既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
和
歌
か
ら
は
女
性
が
榊
を
用
い
て
祀
る
こ
と
、
外

か
ら
祭
祀
の
様
子
が
見
え
る
こ
と
か
ら
屋
外
・
庭
中
で
祀
る
様
子
が
判
明
し
、

古
記
録
を
補
う
も
の
と
な
る
。
こ
の
他
、
摂
関
期
以
前
に
も
『
令
集
解
』
神
祇

令
月
次
祭
条
に
は
「
如　
二

庶
人
宅
神
祭　
一

也
」、
平
城
京
二
条
大
路
か
ら
は
藤
原

麻
呂
の
別
宅
で
あ
る
「
岡
本
宅
神
祭
料
」
と
記
す
木
簡
が
出
土
し
て
お
り）

4
（

、
宅

神
祭
が
既
に
奈
良
時
代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

祭
祀
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
井
や
竈
な
ど
住
宅
内
の
諸
神
を
祀
る
祭
祀
、
農

耕
祭
祀
、
祖
霊
の
祀
り
と
い
っ
た
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
い
る）

5
（

。
宅
内
の
諸
神
と

は
、
神
祇
官
の
忌
部
氏
が
内
裏
を
祀
る
大
殿
祭
で
は
天
皇
の
御
在
所
（
仁
寿
殿
・

清
涼
殿
）
や
紫
宸
殿
の
四
角
及
び
湯
殿
、
厠
殿
、
御
厨
子
所
、
炊
殿
を
祀
り

（『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
）、
貴
族
の
引
越
し
で
門
・
戸
・
井
・
竈
・
堂
・
庭
・
厠

な
ど
の
諸
神
を
祀
る
（『
類
従
雑
要
抄
』
二
「
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
七
月
藤
原
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師
実
花
山
院
移
徒
勘
文
」）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る）

6
（

。
農
耕
祭
祀
説
は
農
村
の
経

営
主
体
で
あ
る
家
を
重
視
す
る
説
と
「
宅
神
」
の
宅
を
古
代
豪
族
の
経
営
拠
点

で
あ
る
ヤ
ケ
を
指
す
と
解
す
る
説
が
あ
り
、
先
祖
霊
説
は
民
俗
学
の
学
説
に
基

づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
祭
祀
の
性
格
に
つ
い
て
は
踏
み
込
ま
な
い
が
、
上
述

の
史
料
か
ら
は
少
な
く
と
も
屋
外
で
も
行
な
う
こ
と
（
屋
内
の
行
為
が
な
い
と

は
言
え
な
い
）、
女
性
の
主
催
、
家
や
家
人
の
安
泰
を
願
う
と
い
っ
た
点
が
確

認
で
き
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
祭
祀
の
性
格
も
生
活
環
境
や
時
代
に
よ
っ
て
変

遷
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
古
代
に
お
け
る
「
家
」
の
安
泰
は
生
産
活
動
と
密

接
に
結
び
付
く
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
一
種
類
の
性
格
に
の
み
限
定
す
る
必

要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
理
解
を
前
提
に
古
記
録
の
宅
神
祭
史
料
を
見
直
す
な
ら
ば
、
他
の
年

に
も
四
月
、
一
一
月
下
旬
の
記
事
が
存
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
極
め
て
記
載
が
少

な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
①
に
着
目
す
る
と
、
記
主
行
成
は
長
保

四
年
（
一
〇
〇
二
）
一
〇
月
に
妻
を
失
い
、
そ
の
後
間
も
な
く
再
婚
し
た
と
推

定
さ
れ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
つ
ま
り
主
催
者
で
あ
る
「
女
房
」
が
新
し
い
妻
で

あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
宅
神
祭
は
先
妻
の
一
周
忌
後
ま
も
な
く
と
な
り
、

常
の
年
の
宅
神
祭
よ
り
重
要
な
意
義
の
あ
る
儀
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る）

7
（

。
こ

の
よ
う
に
考
え
て
よ
け
れ
ば
、
他
の
三
例
に
つ
い
て
も
事
情
は
不
明
な
が
ら
何

ら
か
の
意
味
の
あ
る
記
載
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

次
に
院
政
期
以
後
の
古
記
録
で
は
、『
顕
広
王
記
』
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）、

永
万
元
年
（
一
一
六
五
）
の
各
四
月
三
〇
日
条
に
「
家
神
祭
」
と
あ
る）

8
（

。
次
い

で
『
明
月
記
』
正
治
元
年
（
一
一
九
九
）
四
月
三
〇
日
条
「
今
夜
家
神
祭
云
々
、

件
竃
神
日
来
坐　
二

坊
門　
一

、
去
二
七
日
渡　
二

此
宿
所
坤
方　
一

了
」、
元
久
元
年
（
一

二
〇
四
）
一
二
月
二
日
条
「
家
神
祭
雖　
二

相
儲　
一

不　
レ

行
、
文
義
云
、
主
人
雖　
レ

有

　
レ

憚
、
其
所
無　
レ

穢
行　
レ

之
、
ヘ
ツ
イ
殿
立　
二

九
条　
一

、
穢
了
、
勿
論
止　
レ

之
、
三
品

於
六
角
被　
レ

行
云
々
（
案
之
、
不
可
然
）」、
建
保
元
年
（
一
二
一
三
）
四
月
二
九

日
条
の
本
文
傍
書
に
「
家
神
祭
存　
レ

例
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
一
二
世
紀
後
半

以
後
の
史
料
で
あ
る
が
、
ま
ず
名
称
が
「
家
神
祭
」
に
な
り
、
祭
祀
対
象
が
竈

神
に
限
定
さ
れ
、
祭
日
が
月
の
晦
日
に
な
る
と
三
つ
の
変
化
が
起
っ
て
い
る
。

ま
た
、
男
性
が
祀
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
祭
祀
そ
の
も
の
に
関
与
し
て
い
る
よ

う
に
も
読
め
る
。

和
歌
関
係
で
は
、
保
延
元
年
（
一
一
三
五
）
頃
の
『
為
忠
家
後
度
百
首
』
に

藤
原
親
隆
「
な
ら
が
し
は
そ
の
や
ひ
ら
で
を
そ
な
え
つ
つ　

や
ど
の
へ
つ
い
に

た
む
け
つ
る
か
な
」、
順
徳
天
皇
『
八
雲
抄
』
に
「
う
け
も
ち
の
神
、
家
神
也
、

や
か
つ
」、
藤
原
清
輔
『
奥
義
抄
』
中
之
下
に
「
う
け
も
ち
の
神
は
家
の
神
」

な
ど
と
あ
る
。
へ
つ
い
＝
竈
に
供
え
物
を
し
、
家
神
は
「
や
か
つ
か
み
」
＝
宅

神
で
あ
り
「
う
け
も
ち
の
神
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
祭
祀
対
象
は
竃
神

と
さ
れ
、
祭
神
は
食
物
神
で
あ
る
ウ
ケ
モ
チ
神
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
竈
が

炊
事
を
行
う
場
で
あ
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
よ
う）

9
（

。
つ
ま
り
、
和
歌
か
ら
は
一

二
世
紀
前
半
に
は
宅
神
は
竃
神
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、
古
記
録
の
記
述
を

裏
付
け
る
。

院
政
期
の
竃
神
に
つ
い
て
は
、
貴
族
が
死
去
し
た
際
、
故
人
に
附
属
す
る
竃

神
を
廃
棄
す
る
習
俗
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

10
（

。『
兵
範
記
』
久
寿

二
年
（
一
一
五
五
）
九
月
二
一
日
条
に
よ
れ
ば
、
関
白
忠
通
の
妻
宗
子
の
死
去
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時
、
左
右
に
並
ん
だ
夫
婦
二
つ
の
神
殿
の
う
ち
右
側
の
宗
子
の
竃
神
を
廃
棄
し

た
と
い
う
。『
拾
芥
抄
』
に
引
用
す
る
院
政
期
の
陰
陽
師
、
賀
茂
家
栄
（
〜
一

一
三
六
）
の
書
で
は
竃
神
祭
祀
は
夫
妻
と
な
っ
た
時
で
は
な
く
、
独
立
し
て
家

を
起
こ
し
た
時
点
で
祀
り
始
め
る
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
院
政
期
に
は
竃
神

は
貴
族
た
ち
個
々
の
身
体
に
密
接
に
結
び
付
く
神
と
し
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
宅

神
祭
が
竃
神
に
特
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
こ
れ
と
表
裏
一
体
の
現
象
で
あ
る
と

推
測
さ
れ
る）

11
（

。

以
上
の
よ
う
に
、
古
記
録
と
仮
名
資
料
な
ど
を
合
わ
せ
用
い
る
こ
と
で
、
宅

神
祭
に
つ
い
て
の
時
代
的
な
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宅
神
祭

は
恒
例
の
年
中
行
事
で
は
あ
る
が
、
古
記
録
に
お
い
て
通
常
は
ほ
ぼ
記
載
が
省

略
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
は
確
認
で
き
た
。
今
後
は
、
平
安
時
代
の
宅
神
祭
関

連
史
料
の
収
集
と
中
世
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
竃
神
祭
祀
の
展
開
を
追
っ
て
み

た
い
。

二
章　

宮
咩
祭
に
関
す
る
史
資
料

宅
神
祭
と
同
様
に
家
中
で
行
う
祭
祀
に
宮
咩
祭
が
あ
る
。『
伊
呂
波
字
類
抄
』

に
「
院
宮
諸
家
祭
之
」
と
あ
り
正
月
、
一
二
月
に
行
う
祭
祀
で
あ
る
が
、『
古

事
類
苑
』
に
史
料
が
収
集
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
後
述
す
る
和
歌
な
ど
の
注
釈

に
触
れ
ら
れ
る
程
度
で
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
は
古
記
録
の
記
載

と
い
う
観
点
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

行
論
の
都
合
上
、
藤
原
忠
実
以
後
の
院
政
期
の
古
記
録
類
か
ら
見
て
ゆ
く
。

ま
ず
忠
実
家
の
年
中
行
事
を
記
し
た
『
執
政
所
抄
』
正
月
上
午
日
条
に
用
物
が

記
載
さ
れ
、
ま
た
『
執
政
所
抄
』
末
尾
に
は
当
抄
著
者
と
推
定
さ
れ
る
源
雅
亮

の
父
の
『
清
実
朝
臣
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
正
月
及
び
永
久
四
年
（
一

一
一
六
）
一
二
月
の
忠
実
の
宮
咩
祭
記
事
と
天
治
二
年
度
（
一
一
二
五
）
の
祭

文
が
引
用
さ
れ
る）
12
（

。
祭
文
に
よ
れ
ば
祭
神
は
高
御
魂
、
大
宮
津
彦
・
姫
、
大
御

膳
津
命
・
姫
、
中
立
の
笠
間
大
刀
自
の
六
柱
で
あ
り
、
正
月
上
午
日
条
か
ら
は

忠
実
及
び
妻
師
子
各
々
が
主
催
者
と
し
て
人
形
五
具
、
飯
餠
魚
菜
を
盛
る
高
坏

六
前
、
染
絹
を
備
え
て
家
令
が
祭
文
を
唱
え
祀
る
と
い
う
祭
祀
の
詳
細
が
分
か

る
。忠

実
以
後
、嫡
子
忠
通
（『
殿
暦
』
永
久
四
年
正
月
五
日
条
）、頼
長
（『
知
信
記
』

長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
正
月
二
日
条
）、
忠
通
の
子
基
実
（『
兵
範
記
』
保
元
三

年
（
一
一
五
八
）
正
月
九
日
条
裏
書
）、
兼
実
（『
玉
葉
』
治
承
二
年
（
一
一
七
九
）

正
月
一
一
日
条
）、
基
実
孫
の
家
実
（『
猪
熊
関
白
記
』
正
治
元
年
（
一
一
九
七
）

正
月
二
日
条
）、
兼
実
息
の
良
通
（
治
承
四
年
正
月
五
日
条
）
と
摂
関
家
の
恒
例

行
事
と
し
て
宮
咩
祭
が
行
な
わ
れ
て
い
る
様
子
が
伺
え
る
。
ま
た
鳥
羽
中
宮
璋

子
（『
祭
資
記
』
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
正
月
一
一
日
条
）、
崇
徳
中
宮
聖
子
（『
知

信
記
』
長
承
元
年
一
二
月
八
日
条
）
と
あ
り
、『
東
宮
年
中
行
事
』
に
も
記
述
が

あ
る
。

興
味
深
い
の
は
、
宮
咩
祭
に
つ
い
て
記
載
す
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
祭
祀
は

中
納
言
昇
任
後
に
行
う
と
さ
れ
て
お
り
（『
猪
熊
関
白
記
』）、
古
記
録
は
そ
の
初

度
の
宮
咩
祭
に
関
わ
る
記
事
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
。『
殿
暦
』、『
玉
葉
』

治
承
四
年
条
な
ど
摂
関
家
当
主
の
日
記
の
み
な
ら
ず
、
忠
実
（『
清
実
記
』
寛
治

七
年
条
）、
頼
長
（『
知
信
記
』
長
承
元
年
（
一
一
三
二
）
正
月
二
日
条
）、
基
実
（『
兵
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範
記
』）
が
そ
れ
ぞ
れ
の
初
度
宮
咩
祭
に
ま
つ
わ
る
家
司
の
記
録
な
の
で
あ
る
。

家
司
た
ち
の
現
在
残
さ
れ
て
い
な
い
原
本
の
日
記
の
中
に
は
、
彼
等
が
奉
仕
し

た
毎
年
の
宮
咩
祭
に
関
す
る
記
事
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や

は
り
初
度
が
最
も
熱
心
に
記
載
さ
れ
、
ま
た
『
執
政
所
抄
』
に
付
さ
れ
た
『
清

実
記
』
の
よ
う
に
後
々
の
再
利
用
の
結
果
と
し
て
も
初
度
の
祭
祀
に
関
す
る
記

事
が
残
さ
れ
た
結
果
、
我
々
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
、
記
載
対
象
に
関
す
る
彼
等
の
意
識
を
読
み
取
る

こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

続
い
て
、
忠
実
以
前
の
院
政
期
の
宮
咩
祭
記
事
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
古

記
録
と
し
て
は
二
例
し
か
な
く
、
一
例
は
忠
実
の
父
師
通
の『
後
二
条
師
通
記
』

寛
治
六
年
一
二
月
一
〇
日
条
で
あ
り
、
宮
咩
祭
に
家
礼
が
不
参
の
た
め
代
官
が

奉
仕
し
た
と
い
う
も
の
、
も
う
一
例
は
源
俊
房
の
『
水
左
記
』
承
暦
元
年
（
一

〇
七
七
）
一
二
月
六
日
条
で
忌
服
中
に
宮
咩
祭
を
行
っ
た
記
事
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
異
例
の
事
態
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
摂
関
期
の
様
相
に
つ
い
て
述
べ
る
。
摂
関
期
の
古
記
録
に
は
宮
咩
祭

の
記
事
は
な
い
が
、
他
の
史
料
に
は
見
え
る
。
漢
文
史
料
と
し
て
は
『
拾
芥

抄
』
に
永
承
某
年
（
一
〇
四
六
〜
五
二
）
付
け
の
祭
文
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、

こ
ち
ら
で
は
宮
咩
の
四
柱
の
神
と
笠
間
神
の
五
柱
を
祀
り
、
従
四
位
上
某
が
官

位
昇
進
を
願
っ
て
い
る
。
長
保
四
年
成
立
の
惟
宗
允
亮
『
政
事
要
略
』
年
中
行

事
部
に
は
「
一
二
月
午
日
、
事
は
正
月
に
見
ゆ
」
と
あ
り
、
正
月
一
二
月
の
二

度
の
祭
祀
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

仮
名
資
料
類
で
は
、『
枕
草
子
』「
こ
と
葉
な
め
げ
な
る
物
」
に
「
宮
の
へ
の

祭
文
読
む
人
」
と
あ
り
、「
ち
か
う
て
と
を
き
物
」
に
「
宮
の
へ
の
祭
」
を
挙

げ
て
い
る
。
和
歌
で
は
『
実
方
集
』
に
宮
咩
祭
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
「
あ
め
に

坐
す
笠
間
の
神
の
な
か
り
せ
ば　

古
り
に
し
仲
を
な
に
に
頼
ま
む
」
を
詠
い
、

『
仲
文
集
』
に
も
下
野
守
菅
原
輔
昭
と
藤
原
仲
文
が
宮
咩
祭
に
材
を
取
っ
た
歌

を
詠
み
交
わ
し
て
い
る
。
ま
た
『
宇
津
保
物
語
』
国
譲
に
も
宮
咩
祭
の
供
物
を

模
っ
た
模
造
品
を
贈
る
挿
話
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
一
〇
世
紀
後
半
に
は
笠
間
刀
自
、
高
坏
に
盛
る
供

物
、
人
形
と
い
っ
た
院
政
期
と
共
通
す
る
内
容
の
祭
祀
が
中
級
官
人
、
受
領
層

で
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、『
枕
草
子
』
に
祭
文
の
内

容
を
周
知
の
こ
と
と
し
て
記
し
て
い
る
こ
と
、『
政
事
要
略
』
成
立
に
藤
原
実

資
が
関
与
し
た
と
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
重
視
す
れ
ば
、
上
級
貴
族
層

に
も
か
な
り
浸
透
し
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

宮
咩
祭
の
成
立
に
関
し
て
は
、
人
形
を
神
に
准
え
る
な
ど
民
間
信
仰
的
要
素

が
強
く
、
受
領
層
の
関
与
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
的
な
祭
祀
が
中
央
に

取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
が
ま
ず
想
定
さ
れ
る
。
笠
間
神
に
つ
い
て
新
日
本
古
典

文
学
大
系
『
枕
草
子
』、『
実
方
集
』（『
平
安
私
家
集
』
所
収
）
な
ど
の
諸
注
釈

で
は
常
陸
国
新
治
郡
の
笠
間
社
に
比
定
し
、
伴
信
友
の
『
神
名
帳
考
証
土
代
』

で
は
加
賀
国
石
川
郡
や
越
前
国
坂
井
郡
の
式
内
社
笠
間
社
の
名
を
挙
げ
て
い

る
。
ま
た
、
宅
内
神
と
い
う
性
格
か
ら
は
大
殿
祭
の
祭
神
で
あ
る
大
宮
売
神
と

の
共
通
性
も
考
え
ら
れ
る
。
史
料
の
限
界
も
あ
り
、
そ
の
解
明
は
困
難
で
あ
る

が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
く
。

以
上
、
平
安
時
代
に
お
け
る
宮
咩
祭
の
史
資
料
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
鎌
倉
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時
代
以
後
に
つ
い
て
は
三
条
公
忠
の
『
後
押
小
路
内
府
抄
』
に
主
人
夫
婦
が
同

座
し
て
宮
咩
祭
を
行
う
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
も
古
記
録
の
性
格
上

関
連
記
事
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
史
資
料
の
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
。

お
わ
り
に

宅
神
祭
、
宮
咩
祭
と
い
う
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
二
つ
の
祭
祀
習

俗
を
題
材
に
、
古
記
録
記
事
の
性
格
や
仮
名
資
料
と
の
関
連
性
な
ど
に
つ
い
て

述
べ
て
き
た
。
両
者
は
と
も
に
宅
内
で
行
な
う
祭
祀
で
あ
る
こ
と
、
専
業
宗
教

者
の
関
与
が
薄
い
こ
と
、
天
皇
の
年
中
行
事
に
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ

た
共
通
性
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
民
間
信
仰
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
た
め

も
あ
り
、
貴
族
た
ち
の
身
近
な
行
事
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
殊
更
に
記
録
す

る
と
い
う
意
識
が
薄
く
、
古
記
録
に
現
れ
る
頻
度
は
少
な
い
。
い
う
な
ら
ば
、

古
記
録
に
お
け
る
周
縁
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
特
に
摂
関
期
に
お
い
て
両
祭
祀
を
担
っ
た
人
々
が
、
主
に
女
性
や

受
領
層
で
あ
っ
た
事
実
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
古

記
録
の
記
録
主
体
か
ら
見
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
位
置
付
け
と
両
祭
祀
の
古
記
録

上
の
位
置
付
け
は
対
応
し
て
い
る
と
見
做
せ
る
。
古
記
録
と
仮
名
資
料
の
内
容

を
比
較
す
る
際
に
は
、
こ
う
し
た
記
録
主
体
の
位
置
関
係
の
差
異
を
念
頭
に
読

み
解
く
必
要
も
あ
ろ
う
。

既
に
各
章
末
で
述
べ
た
よ
う
に
、
今
後
は
本
稿
で
触
れ
た
史
資
料
の
よ
り
詳

細
な
検
討
と
と
も
に
、
鎌
倉
時
代
以
後
の
両
祭
祀
に
関
す
る
史
資
料
の
調
査
を

行
い
、
本
稿
の
論
述
の
妥
当
性
を
再
検
証
す
る
と
と
も
に
、
よ
り
広
い
視
野
か

ら
古
記
録
の
性
質
に
つ
い
て
議
論
で
き
る
よ
う
に
努
め
た
い
。

な
お
、
研
究
会
報
告
時
に
は
、
女
性
宗
教
者
の
記
録
上
の
現
れ
方
に
つ
い
て

も
取
り
上
げ
た
が
、
本
稿
で
は
省
略
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。
こ
ち
ら
も

関
連
史
資
料
の
調
査
と
と
も
に
今
後
の
課
題
に
し
て
お
き
た
い
。

註（
１
） 

一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
院
政
期
で
は
貴
族
の
葬
送
時
に
帰
路
を
変
え
る
習
俗

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
摂
関
期
の
史
料
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
勝
田
至
氏

は
、
た
ま
た
ま
摂
関
期
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
可
能
性
と
院
政
期
に
な
っ

て
貴
族
社
会
に
民
間
習
俗
が
浸
透
し
て
き
た
可
能
性
の
双
方
を
指
摘
し
て
い
る
（『
死

者
た
ち
の
中
世
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
三
）。

（
２
） 

金
峰
山
参
詣
の
古
記
録
上
の
初
見
は
道
長
の
参
詣
で
あ
る
が
（『
御
堂
関
白
記
』

寛
弘
四
年
八
月
各
日
条
。
出
土
経
典
か
ら
は
長
徳
四
年
に
参
詣
を
企
図
し
て
い
た
こ
と

が
判
明
す
る
。
斉
藤
融
「
藤
原
道
長
の
金
峰
山
参
詣
」『
日
本
歴
史
』

五
五
三　

一
九
九
四
）、
仮
名
資
料
に
は
『
枕
草
子
』、『
藤
原
仲
文
集
』
の
例
が
あ
る
。

稲
荷
社
の
初
午
詣
は『
紀
貫
之
集
』延
喜
六
年
月
次
屏
風
歌
の
二
月
に
詠
わ
れ
て
お
り
、

白
山
詣
も
『
藤
原
兼
輔
集
』
に
早
く
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
物
忌
札
の
習
俗
に
つ
い

て
古
記
録
よ
り
も
仮
名
資
料
類
に
時
期
的
に
早
く
か
つ
詳
細
な
記
載
が
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
（
中
島
和
歌
子
「
和
歌
文
学
と
陰
陽
道
」『
王
朝
文
学
と
仏
教
・
神
道
・

陰
陽
道
（
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
二
）』
竹
林
舎　

二
〇
〇
七
）。

（
３
） 

岡
田
精
司
「
律
令
的
祭
祀
形
態
の
成
立
」（『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
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一
九
七
〇
）、
加
藤
優
「
律
令
制
祭
祀
と
天
神
地
祇
の
惣
祭
」（『
奈
良
国
立
文
化
財
研

究
所
研
究
論
集
Ⅳ
』
一
九
七
八
）、
近
藤
喜
博
『
家
の
神
』（
塙
書
房　

一
九
八
一
）、

戸
田
芳
実
「
十―

十
三
世
紀
の
農
業
労
働
と
村
落
」（『
中
世
初
期
社
会
史
の
研
究
』
東

京
大
学
出
版
会　

一
九
九
一
）、
古
川
淳
一
「
祈
年
祭
・
月
次
祭
の
本
質
」（『
ヒ
ス
ト

リ
ア
』
一
三
四　

一
九
九
二
）。

（
４
） 

西
洋
子
「
岡
本
宅
小
考
」（『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
三
八　

一
九
九
七
）。

（
５
） 

注
（
３
）
前
掲
諸
論
文
参
照
。

（
６
） 

中
国
で
は
七
祀
、
五
祀
な
ど
宅
内
諸
神
を
祀
る
祭
祀
が
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
。

漢
代
の
年
中
行
事
書
『
四
民
月
令
』
で
は
「
門
・
戸
・
竈
・
井
・
中
霤
」
を
五
祀
と
し

て
い
る
（
中
村
裕
一
『
中
国
古
代
の
年
中
行
事
一
』
汲
古
書
院　

二
〇
〇
九
）。
日
本

に
お
い
て
も
『
和
名
類
聚
抄
』
二
に
土
の
神
で
あ
る
土
公
が
春
は
竈
、
夏
は
門
、
秋
は

井
、
冬
は
庭
に
移
動
す
る
と
書
か
れ
て
い
る
な
ど
、
こ
う
し
た
宅
内
神
の
概
念
に
は
大

陸
の
影
響
が
濃
い
と
思
わ
れ
る
。

（
７
） 

黒
板
信
夫
『
藤
原
行
成
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
九
四
）。
新
し
い
妻
は
先
妻
の

妹
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
一
周
忌
明
け
で
あ
れ
ば
前
年
の
一
一
月
が
初
度
と

な
る
。
こ
の
時
に
最
初
の
宅
神
祭
を
行
っ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
記
載
は
無
い
。

（
８
） 

高
橋
昌
明
・
樋
口
健
太
郎
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
『
顕
広
王
記
』
応
保

三
年
長
寛
三
年
仁
安
二
年
巻
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』

一
三
九　

二
〇
〇
八
）。

（
９
） 

ま
た
、
大
殿
祭
の
祝
詞
に
祭
神
の
一
人
が
「
屋
船
豊
宇
気
姫
命
（
俗
詞
ウ
ガ
ノ

ミ
タ
マ
）」と
稲
魂
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
対
応
し
て
い
る（『
延
喜
式
』祝
詞
式
）。

（
10
） 

注
（
１
）
勝
田
前
掲
書
。
勝
浦
令
子
『
女
の
信
心
』（
平
凡
社　

一
九
九
五
）。

（
11
） 

ま
た
竈
神
祭
祀
が
晦
日
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
中
国
に
起
源
が
あ
り
、『
酉
陽
雑

俎
』
に
は
竃
神
は
毎
月
晦
日
に
天
に
上
り
人
の
罪
状
を
告
げ
る
と
あ
る
。
日
本
に
お
い

て
も
天
皇
の
竃
神
で
あ
る
忌
火
・
庭
火
祭
は
毎
月
晦
日
に
行
う
と
規
定
さ
れ
て
い
た

（『
延
喜
式
』
四
時
祭
式
）。

（
12
） 

渡
辺
滋
「『
執
政
所
抄
』
の
成
立
と
伝
来
に
つ
い
て
」（
田
島
公
編
『
禁
裏
・
公

家
文
庫
研
究　

第
三
輯
』
思
文
閣
出
版　

二
〇
〇
九
）。


